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策助言、中央アメリカでの水力エネルギー投資実行可能性調査、ニカラ
グアとペルーでの農業技術・研究プロジェクト、カリブ海地域とホン
ジュラスでの若年者雇用プログラム、アンデス諸国での労働市場に関
する分析・助言を通じた支援、およびブラジルでの研究「競争力をつけ
るための知識と革新」があります。

社会格差の縮小

全住民のために平等な機会を創出することは、ラテンアメリカ・カ
リブ海地域の社会格差を縮小するための重要な要素です。世銀はこの
地域の国々と協力して、普遍的で安価な社会的保護を開発したり、貧困
を直接的に減らすプログラムを支援したり、教育、保健、公共インフラ
の利用を増やしたりしています。2008年度に行った主な新規融資と
しては、都市住民の基本医療を担う家庭医療従事者を養成するための、
ブラジルの家庭保健拡大プログラムに対する8300万ドル、ハイチの
コミュニティ主導型開発プロジェクトへのグラント1570万ドル、お
よび女性・子供向け医療サービスの質と提供範囲を拡大するためボリ
ビアに対して行った IDA融資1850万ドルがあります。また世銀はこ
の地域で、危機的状況にある若者に関する重要な地域研究を通じた支
援も提供しました。

ガバナンスの強化

世銀はラテンアメリカ・カリブ海地域がよいガバナンスを実現し透
明性を向上できるようにするための有効かつ持続可能な方法を編み出
せるよう、借入国システムの強化、行政サービス提供に関する説明責任
の強化、および成果の監視と評価を通じた支援を行っています。グア
テマラでは、公共の調達と財政管理の透明性向上に向けた政府の取り

組みを、1億ドルの開発政策融資を通じて支援し続けています。またメ
キシコでは、この種の法律としては初めてラテンアメリカ地域で施行
される情報自由法の施行、運用、周知に向けた継続的な取り組みを支援
しています。

地球規模の問題に対する立場の平等化

この地域の国々は、地球規模で懸念されている問題に取り組む上で
の大きな役割を担い始めています。そうした中で、世銀は、現場での十
分な理解に基づく対話や行動を可能にするための革新的なプラット
フォームを通じて協力したり、南南協力を支援したりすることにより、
これらの国の取り組みを支援しています。

2008年2月、主要8カ国（G8）と新興経済国5カ国（ブラジル、中国、
インド、メキシコ、南アフリカ）の議員100人以上が、ブラジリアで開
催された気候変動に関する重要な国際フォーラム、GLOBE G8＋5
議員フォーラムに参加しました。このフォーラムに参加した議員は「ポ
スト2012気候変動枠組み」と「バイオ燃料に関する声明」について討
議し、これを承認しました。
世銀は「貿易のための援助」計画に関して世界貿易機関と密接に協力

しており、地域が直面する競争力の課題に取り組むために開催された、
いくつかの小地域会合に参加しました。
世銀は他のパートナーと共同で、2008年2月にペルーのリマで始

まった妊産婦と子供の栄養不良に関する『ランセット』の一連の会合に
参加しました。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団とジョンズ・ホプキンズ大
学とが共催したこの会合では、ボリビア、グアテマラ、ニカラグア、ペ
ルーなどでの栄養不良の問題に早急に対応する必要性が強調されまし
た（http://www.worldbank.org/lac参照）。
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表 2.5

ラテンアメリカ・カリブ海地域に対するテーマ別、セクター別融資 | 2003 ～ 2008年度
単位：100万ドル

テーマ 2003 2004 2005 2006 2007 2008

経済管理 567.2 111.2 310.4 42.5 54.3 131.8

環境・天然資源管理 240.3 159.1 841.2 454.0 353.0 664.8

金融・民間セクター開発 819.8 912.4 729.6 1,518.7 498.9 622.7

人間開発 1,171.7 1,046.7 469.8 502.6 1,022.5 445.5

公共セクター・ガバナンス 798.6 672.0 506.2 1,054.2 519.9 943.4

法規 138.8 270.9 147.9 108.8 97.5 50.1

農村開発 415.9 249.6 331.7 236.5 415.4 307.5

社会開発・ジェンダー・参加 123.1 268.9 187.9 282.6 175.4 109.2

社会的保護・リスク管理 1,050.3 926.9 950.4 606.2 419.0 307.0

貿易・統合 59.6 364.6 233.4 720.3 300.5 224.8

都市開発 435.2 337.6 457.1 384.1 696.9 853.1

テーマ総額 5,820.5 5,319.8 5,165.7 5,910.5 4,553.3 4,660.0

セクター

農業・漁業・林業 58.4 379.6 233.4 291.0 83.4 333.5

教育 785.5 218.3 680.0 712.7 369.1 525.3

エネルギー・鉱業 96.2 50.5 212.6 172.8 19.5 266.8

金融 973.0 405.1 530.0 907.3 286.4 249.5

保健・その他の社会サービス 1,574.1 1,558.9 443.4 821.8 649.1 436.7

産業・貿易 183.4 428.0 199.9 569.2 236.3 462.0

情報・通信 52.4 14.0 44.7 20.8 0.0 0.0

法律・司法・行政 1,564.9 1,521.3 1,776.0 1,278.8 1,187.8 851.4

運輸 146.4 675.7 556.4 785.4 1,223.9 1,083.4

上下水道・治水 386.2 68.4 489.5 350.7 497.8 451.3

セクター総額 5,820.5 5,319.8 5,165.7 5,910.5 4,553.3 4,660.0

うち、 IBRD融資額 5,667.8 4,981.6 4,904.4 5,654.1 4,353.3 4,353.5

 IDA融資額 152.7 338.2 261.3 256.4 200.0 306.5

注：2005年度からは、保証と保証ファシリティを含む。
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中東・北アフリカ地域

中東・北アフリカ地域は5年連続で力強い経済成長を達成し、2007
年には実質GDPを5.7％向上させました。この地域では、資源の豊富
な経済圏と資源の乏しい経済圏との間で成長がほぼ均等に見られまし
た。世界的な原油価格の急騰により、この地域の2007年の輸出収入は
11.6％増加して、6億3200万ドルに達しました。しかし食糧危機が、
食糧の純輸入地域であるこの地域に大打撃を与えています。

世銀の支援 

2008年度、世銀はこの地域に対する融資とグラントとして15億ド
ルを承認しました。世銀はジブチとイエメン共和国が食糧危機に対応
できるよう、両国に技術協力と緊急財政援助を提供しています。一方、
十分な食糧備蓄があり、資本市場を利用できる国に対しては、農業・食
糧政策に関する助言を提供しています。

2008年度、世銀は経済・セクター調査44件と融資を伴わない技術
協力活動85件を実施しました。この活動には、イラクの公共支出調
査、エジプト・アラブ共和国の開発政策評価と国家財政説明責任評価、
レバノンのジェンダー評価、イラクの女性とマイクロファイナンスに
関する政策ノート、エジプトの女性労働者と競争力に関する報告、およ

び公共財政管理に的を絞ったいくつかの地域報告書作成が含まれてい
ます。世銀はまた、この地域の教育に関する重要な報告書「The Road 
Not Traveled（未踏の道）」も発表しました。この報告書は、改革に向
けた取り組みの有効性を高め、セクター目標を達成するうえで、刺激策
と国民に対する説明責任とが果たす主要な役割を強調しています。ま
た、アラブ世界イニシアティブに関する活動も始まっています（囲み
2.2参照）。

教育・訓練の改善と若年失業者の削減

世銀は教育の利用しやすさと質を向上させ、市場に直結した技能を
育成するためのさまざまな活動を行っています。2008年度には、イエ
メン共和国の中等教育を改善して女子がこれを利用できるようにする
ための融資2000万ドルを承認したほか、開発に必要な技能の強化に
焦点を合わせたヨルダン向けの貸出750万ドルを承認しました。
2008年度には「MNA Education Flagship Report（中東・北アフ
リカ地域の教育に関する主要報告書）」が発表されました。この報告は
すでに大きな影響をもたらしており、教育の品質向上と教育制度にお
ける説明責任強化の必要性に関するメッセージがこの地域全体に反響
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この項ではヨルダン川西岸・ガザ地区についても報告する。

総人口：
人口増加率：
平均寿命：
乳幼児死亡率（出生1000件当たり）：
若い女性の識字率：
2007年の一人当たり国民総所得（GNI）：
HIV感染者・エイズ患者数：

3億人
1.7%
70歳
34件
84%
2794ドル
40万人

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生1000件当たり）は2006年、若い女性の識字率に関しては2005年、HIV
感染者・エイズ患者数は国連・世界保健機関「2007年エイズ流行に関する最新情報」、その他の指標は
2007年の「世界開発指標」の数字です。

2008年度の 
新規融資承認額

IBRD：12億300万ドル
IDA：2億6700万ドル

2008年度の 
融資実行額

IBRD：9億6600万ドル
IDA：1億3700万ドル

2008年6月30日現在において実施中のプロジェクトのポートフォリオ：70億ドル

中東・北アフリカ地域の概要
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を呼び起こしました。そして、この重要な課題への取り組みをさらに
前進させたのが、地域別PISA（学習到達度調査）分析とシリア教育戦
略でした。進行中の融資プログラムは、技術協力と政策助言によって
補完されています。

2008年度、世銀は若年失業者という持続的な問題の解決に向け、若
者に関する地域政策ノートをまとめると共に、この地域でいくつかの
宣伝・助言イベントを行いました。エジプトでは、児童労働や中途退学
の問題に取り組むための試験的プロジェクトが、この分野の政策を見
直すための全国的かつハイレベルなワークショップにつながりまし
た。世銀はまた、ジェンダー問題を業務に取り入れ、市民生活への女性
の参加を増やす目的でも、同様の活動を行っています。

持続可能な開発と天然資源管理の支援 
この地域の人口の半数は水不足の状態にあり、急激な人口増加と気

候変動とによって、今後水はますます利用しにくくなると見られてい
ます。この問題に取り組むため、世銀は水セクターでの活動を促進す
ると共に、セクター政策対話を進めています。この地域の水セクター
への全承認額のうち、約半分は上下水設備に、残りの半分は水資源管理
や灌漑などの分野を対象としたものです。この地域の大多数の国では、
分析活動や水関連の国別援助戦略が策定されたり進められたりしてい
ます。

ガバナンスの改善 
ガバナンスや行政改革は、この地域における開発討議の主要テーマ

となりつつあります。ここで中心となる問題は、公共セクターの規模、
十分な透明性と説明責任の欠如、規制の質の不均等、サービス供給レベ
ルの変わりやすさ、そしてシビルソサエティの発言権が制限されてい
ることです。こうした問題に対処するため、世銀はイラク、モロッコ、
ヨルダン川西岸・ガザ地区、イエメン共和国の公共財政管理と公務員
改革をガバナンスの側面から支援しています。世銀は不正防止、財政

の連邦主義と地方分権化、需要サイドのガバナンス、および情報公開法
の制定に関する分析サービスや技術協力を提供しています。また、こ
の地域の大多数の国で「公共支出・財政説明責任」評価を実施してきた
ほか、現在、イラク、レバノン、イエメン共和国で国別ガバナンス・不正
防止評価を行っています。さらにプロジェクト・レベルでの標準受託
者評価ツールの利用を増やしています。

民間セクターと金融セクターの開発の促進

2008年度、世銀はエジプトの金融セクター改革プログラムを支援す
るための融資5億ドル、イエメン共和国の制度改革に向けたグラント
5100万ドル（その大部分はビジネス環境向上対策用）、チュニジアの輸
出開発支援のための融資600万ドルを承認しました。さらに、アル
ジェリア、エジプト、ヨルダン、レバノン、モロッコ、ヨルダン川西岸・
ガザ地区、イエメン共和国では投資環境の評価や更新を行ったほか、エ
ジプト、モロッコ、イエメン共和国では工業用地改革と工業用地市場、
財政改革、金融アクセス、および事業規制環境に関する助言活動を行い
ました。また、民間・金融セクター開発は、リビアおよび湾岸協力会議
加盟国向けの有料プログラムでも重要な構成要素になっています。

2007年にはビジネス環境の改善に向けた取り組みが続けられ、こ
の地域の国の59％が1つ以上の積極的な改革を開始しました。エジプ
トとサウジアラビアは、世界有数の改革推進国となっています。

紛争の影響を受けている国の国民の支援

世銀は引き続きイラク、レバノン、ヨルダン川西岸・ガザ地区で活動
しています。イラクでは8億ドルを超えるポートフォリオを管理して
おり、さまざまなセクターでのサービス提供強化と、公共財政管理の改
善に向けた政府の施策の支援に重点を置いた活動を行っています。世
銀はシリア・アラブ共和国、レバノン、ヨルダンで暮らすイラク難民の
生活改善、および周囲の地域社会との融和の促進にも取り組んでいま
す。レバノンでは、同国の改革プログラムを支えるため、第1次改革実

世銀融資適格国

アルジェリア

イエメン共和国

イラク

イラン・ 
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*リビアは2008年5月に世銀の融資対象国を卒業。
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中東・北アフリカ地域
IBRDとIDAのセクター別融資｜2008年度
総融資額15億ドルに占める割合
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行開発政策融資を通じて技術・財政面の支援を拡大しました。この融
資は技術協力グラントと共に、電気セクターと社会保険セクターの改
革に役立てられることになっています。世銀はまた、レバノン政府に
よるナハル・バリド・キャンプのパレスチナ難民の生活改善に向けた
取り組みも支援しています。ヨルダン川西岸・ガザ地区で世銀が管理
するポートフォリオには、上下水施設、教育、地方財政などパレスチナ
人の生活条件を改善することを目標とする13のプロジェクトが含ま
れています。世銀は2008年度、2008年から2010年にかけて実施さ
れるパレスチナ改革・開発計画への一連のドナー援助の一環として、
4000万ドルの財政援助を行うことを承認しました。

有料プログラムの拡大

2008年度には、世銀の情報サービスに対する需要の増大に伴い、ア
ルジェリア、エジプト、リビアで有料プログラムが開設されたほか、ク
ウェートに世銀事務所が開設されました。世銀は以前から有料サービ
スを提供してきた湾岸協力会議加盟国で、こうしたサービスにもっと
戦略的に携わろうとしています。そのため、クウェートとサウジアラ
ビアの技術協力プログラムでは、政策実行支援を拡大するためのマル
チセクターのプログラム的アプローチへの移行を進めています。同様
のアプローチはバーレーン、オマーン、カタールでますます多くとられ
るようになっているほか、アラブ首長国連邦でも試されています
（http://www.worldbank.org/mna参照）。

囲み 2.2 アラブ世界イニシアティブ

アラブ世界イニシアティブは、アラブ世界のグローバル経済への統合
を促すことにより、成長の加速、より良い雇用の創出、域内格差の減
少、社会的弱者の取り込み促進、天然資源管理の改善を目指すもので
す。アラブ世界の国々には十分サービスが行き届いていないとの認
識に立ち、世銀グループは開発優先課題を特定するため、広範なス
テークホルダーとの協議を開始しました。このイニシアティブを推
進するため、アラブ世界における世銀の活動は、以下の主要目標の達
成に向けた支援に焦点を当てていきます。

• 通商・経済多角化に向けた物的・制度的インフラの構築

• 民間雇用創出

• 開発のための公共資源の効率的、有効かつ透明な配分と管理

• 女性、若者、少数者集団、貧困者の取り込み

• 教育の品質と適切性の向上

• 天然資源（特に水）のより有効な管理

これまでの成果としては、アラブ水アカデミーの設立支援や、汎アラ
ブ自由貿易圏の強化に関する会議の共同開催があります。
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表 2.6

中東・北アフリカ地域に対するテーマ別、セクター別融資 | 2003 ～ 2008年度
単位：100万ドル

テーマ 2003 2004 2005 2006 2007 2008

経済管理 0.0 0.0 45.8 0.0 0.0 0.0

環境・天然資源管理 186.0 113.8 160.2 44.5 179.7 65.0

金融・民間セクター開発 48.3 259.3 166.6 907.8 166.7 778.0

人間開発 140.9 192.1 95.4 128.5 14.3 17.2

公共セクター・ガバナンス 106.6 19.6 166.0 229.0 59.8 208.0

法規 48.0 1.7 1.8 46.9 33.0 11.2

農村開発 100.6 65.1 155.3 177.9 126.6 53.3

社会開発・ジェンダー・参加 63.1 70.7 123.0 67.8 174.9 75.5

社会的保護・リスク管理 96.1 31.6 98.5 69.7 15.4 35.7

貿易・統合 3.6 158.3 0.0 0.0 16.0 17.2

都市開発 262.7 178.7 271.1 28.5 121.6 208.8

テーマ総額 1,056.0 1,091.0 1,283.6 1,700.6 907.9 1,469.8

セクター

農業・漁業・林業 196.7 27.2 229.2 15.3 208.5 0.0

教育 154.3 154.9 124.0 146.8 14.3 32.0

エネルギー・鉱業 0.0 0.0 0.0 316.5 291.6 280.0

金融 1.9 20.8 142.5 625.0 39.2 500.3

保健・その他の社会サービス 124.2 52.0 0.3 0.0 84.3 27.3

産業・貿易 74.3 23.4 277.9 14.0 10.3 29.4

情報・通信 2.3 0.0 18.5 0.0 0.0 9.0

法律・司法・行政 213.6 93.6 232.9 249.2 61.9 189.6

運輸 107.9 409.6 29.0 237.6 27.4 104.7

上下水道・治水 180.9 309.5 229.3 96.4 170.5 297.6

セクター総額 1,056.0 1,091.0 1,283.6 1,700.6 907.9 1,469.8

うち、 IBRD融資額 855.6 946.0 1,212.1 1,333.6 691.9 1,202.5

 IDA融資額 200.4 145.0 71.5 367.0 216 267.3

注：2005年度からは、保証と保証ファシリティを含む。
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図3.1  

IBRDとIDAの地域別融資｜2008年度
合計247億ドルに占める割合
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IBRDとIDAのテーマ別融資｜2008年度
合計247億ドルに占める割合
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IBRDとIDAのセクター別融資｜2008年度
合計247億ドルに占める割合
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世銀の融資 

世銀は国際資本市場からの資金の調達（IBRD）と富裕な加盟国からの
拠出金を使用した贈与や融資の配分（IDA）により資金を提供していま
す。IBRDと IDAの資金はいずれも、途上国の貧しい人々のために役
立てられています。
融資は借入国の個別のニーズに基づいて行われ、その手段はますま

す柔軟なものになっています。2008年度の IBRDと IDAの融資の概
要については図3.1～ 3.3と表3.1をご覧ください。

低所得国

IDAの役割

IDAは最貧国に譲許的融資を行う世界最大の多国間チャネルです。
IDA融資適格国の基準となる一人当たり年間国民所得の上限は、2008
年度は1065ドルでした。さらに IDAは、いくつかの小島嶼国のよう
に、融資適格国の基準となる一人当たり国民所得は超えているものの、
IBRD融資を受けるだけの十分な信用力を持たない国にも支援を提供
しています。これまでの IDA卒業国は23カ国に上ります。そうした国
の一部（最近では中国とエジプト・アラブ共和国）は今や IDAドナーと
なっています。IDA資金の配分は主に、毎年実施される国別政策・制度
評価における各借入国の格付けによって決定されます。IDAはサブサ
ハラ・アフリカに重点を置いているため、サブサハラ・アフリカ諸国は
配分プロセスで優先されます。IDAと IBRDの両方の援助を受けられ
る適格国の場合、IDA資金の配分に際しては、そうした国々が別の資
金源から融資を得るための信用力やそうした資金源へのアクセスを考
慮に入れなければなりません。

IDAは、借入国による経済成長の促進、貧困の削減、貧困層の生活状
態の改善を支援しています。IDAはそのプロジェクトにおいて、紛争
後復興、経済移行、脆弱性、急速かつ持続可能な成長など各国のさまざ
まな状況に直面します。IDAは、すべての低所得国への支援を継続す
る一方、実績が上がることを条件として今後3年間の財政援助の半分
をサブサハラ・アフリカに向けると予想されています。南・東アジアの
最貧国にも多額の援助が向けられる予定です。 

2008年度の IDA承認額は112億ドルに達しました（図3.4参照）。
その内訳は融資が78億ドル、贈与が34億ドルで、合計199件のプロ
ジェクトに充てられました。 
承認額が最も多かったのはアフリカ地域であり、その額は57億ドル

と IDA承認総額の50％を占めました。南アジア地域（28億ドル）およ
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単位：100万ドル               　　　％
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注：2005年度から、融資には保証と保証ファシリティを含む。
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IDAのセクター別融資承認額｜2008年度
合計112億ドルに占める割合
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IDAのテーマ別融資承認額｜2008年度
合計112億ドルに占める割合

び東アジア・大洋州地域（18億ドル）も大きな割合を占めています。国
別では、ベトナムとインドが最も多くの IDA資金を受け取りました。 
承認額が最も多かったセクターは行政（法律・司法を含む）であり、

29億ドルを受け取りました（全体の26％）。IDAは、近年、莫大なニー
ズがあるにもかかわらず政府開発援助全体に占める割合が減少してい
るインフラセクター（エネルギー・鉱業、運輸、上下水道・治水、情報
通信技術）で、重要な資金調達源のひとつとなっています。これらのセ
クターを合計すると43億ドルと IDA承認額全体の39％に上ります。
教育セクター（12億ドル）および農業セクター（10億ドル）に対して
も多額の支援が提供されました。
テーマ別に見ると、特に多くの資金を受け取ったのは、公共セク

ター・ガバナンス（23億ドル）、金融・民間セクター開発（17億ドル）、農
村開発（16億ドル）でした。人間開発（17億ドル）、都市開発（11億ドル）
にも大きな関心が払われました。図3.4～ 3.7は2008年度の IDA融
資の概要を、図3.8はインフラ関連の IDA融資の推移を示しています。

IDAの原資

IDAの活動資金は主にドナー国からの拠出金でまかなわれています
（図3.9）。そのほか、IBRD純利益からの移転、IFCからのグラント、過
去の IDA融資に対する借入国から返済金などによってもまかなわれて
います。
ドナーと借入国の代表者は3年ごとに会議を開き、IDAの融資方針

と優先分野を話し合い、今後3年間の融資プログラムに必要な額を決
定します。2008年度の増資会議では、気候変動、国レベルでの有効性
を高めるために調和や整合を強化するに当たっての IDAの役割などが
主に議論されました。また、実績重視に向けて、IDA第14次増資測定
システムの評価を行い、IDAの有効性を高めるために今回の増資につ
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表 3.1

世界銀行によるテーマ別、セクター別の融資｜2003～ 2008年度
単位：100万ドル

テーマ 2003 2004 2005 2006 2007 2008

経済管理 777.7 428.8 594.6 213.8 248.3 396.6

環境・天然資源管理 1,102.6 1,304.6 2,493.8 1,387.3 2,017.0 2,661.8

金融・民間セクター開発 2,882.9 4,176.6 3,862.0 6,137.8 4,260.8 6,156.2

人間開発 3,374.0 3,079.5 2,951.0 2,600.1 4,089.4 2,280.9

公共セクター・ガバナンス 2,464.1 3,373.9 2,636.4 3,820.9 3,389.7 4,346.6

法規 530.9 503.4 303.8 757.6 424.5 304.2

農村開発 1,910.9 1,507.8 2,802.2 2,215.8 3,175.7 2,276.8

社会開発・ジェンダー・参加 1,003.1 1,557.8 1,285.8 1,094.1 1,250.3 1,002.9

社会的保護・リスク管理 2,324.5 1,577.0 2,437.6 1,891.7 1,647.6 881.9

貿易・統合 566.3 1,212.7 1,079.9 1,610.9 1,569.9 1,393.2

都市開発 1,576.3 1,358.1 1,860.0 1,911.2 2,622.7 3,001.2

テーマ総額 18,513.2 20,080.1 22,307.0 23,641.2 24,695.8 24,702.3

セクター

農業・漁業・林業 1,213.2 1,386.1 1,933.6 1,751.9 1,717.4 1,360.6

教育 2,348.7 1,684.5 1,951.1 1,990.6 2,021.8 1,926.6

エネルギー・鉱業 1,088.4 966.5 1,822.7 3,030.3 1,784.0 4,180.3

金融 1,446.3 1,808.9 1,675.1 2,319.7 1,613.6 1,540.7

保健・その他の社会サービス 3,442.6 2,997.1 2,216.4 2,132.3 2,752.5 1,607.9

産業・貿易 796.7 797.9 1,629.4 1,542.2 1,181.3 1,543.5

情報・通信 115.3 90.9 190.9 81.0 148.8 56.5

法律・司法・行政 3,956.5 4,978.8 5,569.3 5,857.6 5,468.2 5,296.4

運輸 2,727.3 3,777.8 3,138.2 3,214.6 4,949.0 4,829.9

上下水道・治水 1,378.3 1,591.6 2,180.3 1,721.0 3,059.4 2,359.9

セクター総額 18,513.2 20,080.1 22,307.0 23,641.2 24,695.8 24,702.3

うち、 IBRD 融資額 11,230.7 11,045.4 13,610.8 14,135.0 12,828.8 13,467.6

 IDA 融資額 7,282.5 9,034.6 8,696.2 9,506.2 11,866.9 11,234.7

注：2005年度から、融資には保証と保証ファシリティを含む。



世界銀行年次報告 200858

単位：100万ドル    　％
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IDAのインフラセクターへの融資承認額の推移｜1998～2008年度 
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IDAの資金源
単位：10億ドル

いて評価の方向性を定めることも話し合われました。
通常、IDA拠出額が最も多いのは主要先進国ですが、途上国や移行

国もドナー国に名を連ねており、そうした国の中には現在 IBRDから
融資を受けている国や IDAから融資を受けた経験を持つ国も含まれて
います。IDA第15次増資（IDA15）交渉は2007年12月に終了し、過
去最高の417億ドル（273億SDRに相当、SDR＝特別引出権）の増資
が誓約されました。ドナーにより誓約された新たな拠出金は252億ド
ルと過去最高額で、ドナーの30％が拠出を増額しました。これらの拠
出金に加えて、債務削減コストのために過去に誓約された拠出金から
165億ドル、IDAの融資返済金と投資収益、世銀グループからの内部
資金が確保されました。世銀グループは IBRDの純利益および IFCの
内部留保から計35億ドルを拠出すると誓約しており、この額は IDA
第14次増資（IDA14）での拠出額の2倍以上となっています。IDA15
では、総額のうち91億ドルが、IDAによる債務削減に伴う融資返済金
の減少分に対するドナーからの補填となっています。その内訳は、
IDAの多国間債務救済イニシアティブ（MDRI）（63億ドル）、IDAの
重債務貧困国（HIPC）イニシアティブ（17億ドル）、および延滞債務解
消プロジェクトのための資金（11億ドル）に関係して IDA14期間中に
発生した費用となっています。このことは、IDAでは債務削減イニシ
アティブに伴ってドナーからの拠出に対する依存度が高まっているこ
とを示しています。

低所得国の債務問題

世銀と国際通貨基金（IMF）がHIPCイニシアティブを開始した1996
年以降、IDAは33カ国を対象とする債務削減として50億ドル以上を

提供してきました。また、2006年に開始されたMDRIでも270億ド
ル以上の債務免除（元本）を提供しています。現在HIPCとして特定さ
れている41カ国に対する、HIPCとMDRIの下での IDAの債務削減総
額は、それぞれ180億ドル、370億ドルに上ると見積もられます。

IDAからしか融資を受けられない国向けの債務削減ファシリティの
下で、2008年度には2件の実施グラント（モザンビークおよびニカラ
グアが対象）が完了し、HIPCイニシアティブで他の債権者らが提供し
ているのと同等以上の有利な条件で15億ドル弱の対外商業債務が帳
消しとなりました。モザンビークの場合、対象債権の100％が実際に
帳消しになりました。ニカラグアの場合、対象債権の95％を持つ債権
者がプロジェクトに参加しましたが、そのうち債権者4者はニカラグ
アの主張を退ける裁判所の判決を得ていました。 
借入国が債務の持続可能性を維持できるよう、IDAは、「低所得国の

債務持続可能性枠組み」に基づいて評価された各国の債務リスクに応
じてグラントを配分するシステム（ほかの一部の国際開発金融機関は
導入済み）を構築しています。このアプローチは、将来の債務リスクの
緩和に役立つものです。IDAは、IDAからしか融資を受けられない国
の債務管理支援でも、IMFと共に中期的な債務管理戦略の構築におけ
る技術協力の提供を通じて取り組んでいます。こうした活動は、包括的
な一連の指標を通じて債務管理プロジェクトの長所と短所を特定する
IDAの債務管理実績評価ツールによっても支えられています。
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地域的・世界的取り組み

IDAは、国レベルの活動で発揮している強みによって地域的な問題や
世界的な問題への対処も可能となっています。HIV／エイズの予防と
抑制、環境保護、地域的・世界的な貿易の統合、国際的な財務安定性な
どの問題は、いずれも究極的には国レベルで取り組む必要があります。
IDAは、国ごとに焦点を絞った援助や政策対話を活用することにより、
地域的あるいは世界的な優先課題を国別戦略に組み入れるために助力
しています。それと同時に、世界的な政策立案への関与と現場での積
極的な活動を通じて、IDAは国レベル、地域レベル、世界レベルでの優
先課題の調整を支援しています。

IDAは、政府開発援助の有効性を高め、援助構造の変化がもたらす
新たな課題への取り組みを助けるだけの力を備えています。IDAがこ
うした目的を達成するためには、援助提供の垂直的なアプローチとの
相補性の強化、適切なセクター別融資の確保、重大な世界的課題（特に
気候変動）への対処、調和と整合の強化という4つの主要領域における
改善に主眼を置いていかなければなりません。IDAは、その有効性を
高め、ひいては上述の課題を達成する能力を高めるために、業務方針の
改革と更新に取り組んでいます。

脆弱な紛争経験国 
脆弱な紛争経験国における対応の迅速化や世銀の関与強化に関する新
たな政策枠組みが2007年2月に承認されたのを受け、紛争や脆弱性
の問題をカバーする「脆弱な紛争経験国グループ」が2007年7月に設
置されました。2008年度、世銀はそうした課題に直面している国家の
ニーズに対処するために国際パートナーとの協力を深めました。2007
年10月の年次総会では、脆弱な状況に対して国際開発金融機関がより
調和の取れたアプローチで関与していくことで各機関の長が合意しま
した。同年、国連開発グループと世銀は、紛争後のニーズに関する合同
評価を行い、総合的な復興計画に関する共同指針を完成させました。
世銀は国連平和構築委員会の審議にも積極的に参加しています。パー
トナーシップの枠組みに関する国連との協議も開始されました。

IDA第15次増資プロセスの一環として、特別配分の期間が、紛争後
の国家に対しては7年から10年に、再関与国に対しては3年から5年
に延長されました。さらに、延滞債務解消に対する系統的なアプロー
チが承認されたことにより、延滞債務を抱える紛争経験国の正常化プ
ロセスが促進されるでしょう。 

2007年7月から2008年6月の間に、脆弱な紛争後国家に対する世
銀の融資承認額は22億ドルを上回りました。同じ期間に、「紛争後基
金および切迫した状況にある低所得国信託基金」が25件のプロジェク
トに2980万ドル相当を拠出しました。この2つの基金を統合して多
年度にわたる国家・平和構築基金が新設され、2008年4月に承認を受
けました。2008年6月には、この基金の初年度予算3300万ドルが承
認されました。
世銀は、現場でのプレゼンスを高め、各セクターで学んだ教訓を文

書化し地域・国家プログラムに経験豊富なスタッフを派遣することが
できるようにする戦略を実施しています。また、その戦略を通して緊
急プログラムのために特別に組織されたバックアップチームを創設
し、脆弱な紛争経験国内外で活動するスタッフへのインセンティブを
強化しています。最後に、世銀理事会は、報酬パッケージの強化を通じ
て分権化の支えとなり脆弱な国家への人員配置を促進する世銀の新た
な報酬方針を承認しました。金銭面以外の補完的なインセンティブへ
の取り組みも進められています。

中所得国

中所得国は数多くの開発課題に直面しています。生産的雇用を創出す
る成長を持続させると同時に、貧困を削減し、不均衡を是正しなければ
なりません。不安定な資本の流れ、偶発債務、金融市場、年金などから
生じるマクロ経済的リスクも管理しなければなりません。世界的な脅
威に対処するための危機管理能力も構築しなければなりません。また、
競争力を高め、クリーン・エネルギーを採用し、環境の持続可能性を確

アラブ世界に対する世銀の関与を強化し、世銀の知識や学習課題を高める取り組み
の一環として、開発経済担当副総裁室と地域パートナーが2008年度に新たなイニ
シアティブに着手しました。開発グラント・ファシリティからのグラントなどを資
金源として、アラブ開発調査イニシアティブが、カイロに本拠を置く域内研究者
ネットワークである経済調査フォーラムによって実施されます。

このイニシアティブの成果として期待されているのは、多額の石油レントを背景と

する中での経済成長と多様化、より強固で活発な地域統合の達成、不平等さの高ま
りという課題の理解とそうした課題への対応、水不足や気候変動といった深刻な環
境問題への対処など、優先度の高いテーマに関連した広範囲で質の高い知識基盤を
構築することです。そうした知識を普及させることにより、コンセンサスを形成し
政策決定の向上を促すことが、このイニシアティブの重要な要素となっています。
このイニシアティブを通じて、域内の幅広い研究者が政策議論に積極的に参加する
こととなり、意思決定向上の基盤が強化されます。

経済調査フォーラム
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図3.10

IBRDの地域別融資額｜2008年度
合計135億ドルに占める割合
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IBRDのテーマ別融資額｜2008年度
合計135億ドルに占める割合

図3.12  

IBRDのセクター別融資額｜2008年度
合計135億ドルに占める割合
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保し、存続可能な市場経済を支える制度構造やガバナンス構造を強化
しなければなりません。世銀は、IBRDを通じて中所得国がこうしたす
べての課題に対処していくための支援ができる独自の立場にあります。

IBRDの役割 

IBRDはトリプルAの格付けを得ている国際金融機関で、他の金融機
関にはないいくつかの特長を備えています。たとえば、IBRDの株主も
借入れ側も各国政府です。そうした政府はいずれも IBRDの政策決定
に発言権を持っています。世界的な開発協同機関である IBRDは、加
盟国による公平で持続可能な経済成長の達成を助け、経済開発や環境
の持続可能性における地域的あるいは世界的な問題の解決策を見出す
ことを目的としています。いずれも、貧困の削減と生活水準の向上の
観点から行われるものです。IBRDは、融資やリスク管理商品をはじめ
とする金融サービス、専門知識、加盟国から要請された戦略的サービス
を提供したり、加盟国を召集したりすることにより、そうした目標を追
求しています。 

IBRDの金融サービス

2008年度の IBRDの新規融資承認額は、99件のプロジェクトに対す
る135億ドルに増加しました。開発政策融資の占める割合は IBRD融
資全体の29％で、2007年度の28％からわずかに上昇しました。  

IBRD融資額が最も多かったのはラテンアメリカ・カリブ海地域で、
44億ドル（全体の32％）を受領しました。次いでヨーロッパ・中央ア
ジア地域が37億ドル（28％）、東アジア・大洋州地域が27億ドル
（20％）でした。2008年度は融資の集中度が低くなっています。2007
年度は融資額の多かった上位5カ国が全体の56％を占めていたのに
対し、2008年度は上位5カ国（アゼルバイジャン、ブラジル、中国、イ
ンド、トルコ）への融資承認額の合計は IBRD融資全体の53％となっ
ています。 
セクター別に見ると、IBRD融資額が最も多かったのは運輸（30億

ドル）、次いでエネルギー・鉱業（28億ドル）、法律・司法を含めた行政
（24億ドル）でした。テーマ別に見ると、融資額が最も多かったのは金
融・民間セクター開発（45億ドル）で、次いで公共セクター・ガバナン
ス（21億ドル）、都市開発（19億ドル）、環境・天然資源管理（19億ドル）
でした。 
図3.10～ 3.12は、IBRD融資をそれぞれ地域別、テーマ別、セク

ター別で分類したものです。開発政策融資の承認額一覧は本年次報告
付属のCD-ROMをご覧ください。 

IBRDは、借入国に対し、通貨、金利、物価、自然災害関連のリスクを
管理するためのリスク管理商品や助言を提供しています。2008年度、
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図3.13 

IBRDの借入金および投資額｜2008年6月30日現在  
単位：10億ドル
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資本／貸付比率｜2008年6月30日現在
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IBRDは借入国に代わって42億ドル相当のヘッジ取引を実行しまし
た。このうち33億ドル相当が金利ヘッジ、9億ドル相当が通貨ヘッジ
（1億5400万ドル相当が現地通貨）でした。

IBRDの原資

IBRDは国際資本市場で債券（世銀債）を発行することにより、資金の
大半を調達しています。2008年度は190億ドルの中長期資金を調達
しました。多様な償還期間とストラクチャーを持つ世銀債が19種類
の通貨で発行されました。 

IBRDは多額の資金を有利な条件で調達することができます。IBRD
の健全な財務体質を支えている堅実な財務方針と運用は、IBRDが高
い信用力を維持する上でも重要な役割を果たしています。協同組織で
ある IBRDは、利益の最大化よりも、健全な財務体質を維持し、開発活
動を継続するために必要な利益の確保を重視しています。2008年度の
IBRD業務活動による利益は22億7100万ドルでした。 
このうち8億1100万ドルは別途積立金に、1億1700万ドルは年金

向け引当金に、1000万ドルは外部資金調整勘定に、７億5000万ドル
は剰余金勘定に繰り入れられました。2007年8月、理事会は総務会に
対し、2008年度の分配可能な純利益から IDAに5億8300万ドルの移
転を承認するよう提案しました（付属CD-ROMの「財務諸表」参照）。

IBRDは2008年度も業務を遂行するのに十分な流動性を保ちまし
た。2008年6月30日現在の当座資産は約230億ドルでした。同じく
2008年6月30日現在、IBRDの資本市場からの借入金残高（スワップ
後）は約807億ドルでした（図3.13参照）。融資実行額と未実行残高の
合計は990億ドルでした。
開発機関である IBRDにとって、最大のリスクは途上国に融資や保

証を提供することによるカントリーリスクです。金利や為替レートの
変動リスクは最小限に抑えられています。世銀のリスク負担能力の基
本指標となる総資本に対する貸付残高の比率は、世銀の財務・リスク
見通しに基づいて厳格に管理されています。2008年6月30日現在の
資本／貸出比率は37.6％でした（図3.14参照）。

融資以外の活動

国別援助戦略

国別援助戦略（CAS）は、借入国における世銀グループの活動の指針と
なるものです。CASは借入国が定めた開発ビジョンを基に、政府との
緊密な協力の下で、シビルソサエティ組織、開発パートナーなどの関係
者との協議を経て策定されます。借入国の開発上の課題や優先分野を

評価し、借入国の開発努力を支援する融資や融資以外の活動のプログ
ラムを定めています。2008年度、世銀は、18件のCAS進捗報告書と
9件の暫定戦略ノートを含め、49件のCAS成果物を作成しました。暫
定戦略ノートは、特別な国内事情により正式なCASが作成できない場
合に作成されるものです。このうち12件は IFCと共同で作成され、数
件は他のドナーと共同で作成されました。

戦略開発

2007年9月、「Sector Strategy Implementation Update（セクター
戦略実施の最新情報）」（SSIU）が世銀理事会の開発効果委員会に提出
されました。SSIUは、世銀の戦略的優先項目、ならびに世銀が従事し
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ている17のセクターおよびテーマすべてにわたる業務プログラムの
提供について概要を示すものです。さらに、2008年のSSIUでは環
境、林業、社会的保護、運輸という4つのセクターにおける戦略も報告
されています。

2008年2月、考え方と問題点を示した「Towards a Strategic 
Framework on Climate Change and Development for the 
World Bank Group（気候変動と開発に関する世界銀行グループの戦
略的枠組みに向けて）」が開発委員会に提出されました。この文書では、
クリーン・エネルギー投資枠組みに関する進捗状況が報告されていま
す。世銀は「Sustainable Infrastructure Action Plan（持続可能な
インフラ行動計画）、2009～ 10年度」の草案も発表し、これは2008
年4月に開発委員会に提出されました。さらに、「ガバナンスと不正対
策のための実行計画」が2007年9月に理事会に提出され、ジェンダー
行動計画に関する初年度の進捗報告が2008年3月に議論されました。
最後に、セクター別および成果の報告を刷新するためのアプローチ文
書が2008年6月に開発委員会に提出され、2008年7月に議論されま 
した。

経済・セクター調査と融資を伴わない技術協力

世銀による融資以外の活動の2つの柱が、経済・セクター調査（ESW）
と融資を伴わない技術協力（TA）です。2008年度は489件のESWと
513件のTA活動が行われました。TAの件数は増加しつつあり、今年
はESW活動の総件数を超えています。TA活動全体の半数以上が、政
策やプログラムの策定と実施についての業務上の指針を提供するもの
でした。対象となった2大セクターは、ESWでもTAでも法律・司法・
行政と金融でした。パリ宣言で明言されているとおり、世銀は引き続
き開発パートナーや借入国と共にESWの調整を図っていきます。

2008年度に提供されたESW全体のうち約半数でそうした調整が行
われました（2007年度は約40％）。

研究

世銀の研究グループは、政策議論のための情報を提供し、最終的に開発
問題の解決を支援するために、実務者たちに独自の知識を提供するこ
とを目指しています。世銀の研究は、外部の研究者や政策担当者にとっ
て、開発問題に関する情報や理解の重要な入手源となっています。

2008年度、研究グループは70以上の途上国に関する綿密な研究お
よび国家間の比較研究を実施し、25冊の書籍、175本の学術論文、書
籍内で90の章を発表しました。取り上げられたテーマは、世界経済に
おける中国とインド、ボラティリティと成長、テロと政治的な開放性と
開発、紛争後の移行、ドナーの細分化、金融アクセス、アフリカにおけ
る金融、零細企業、貿易のさまざまな側面、移民と女性、小児の健康、土
地改革、機会不均等、貧困の都市化、気候変動の影響などです。 
評価研究も、研究グループのテーマの1つとなっています。2008年

度、条件付き現金給付プログラムなどの社会的サービス提供メカニズ
ムの効果や範囲を評価するという初めての研究が行われるなど、研究
グループの影響評価はさまざまなセクターで進展しました。 
研究グループはデータおよびソフトウェア製品の充実に大きな力を

注いでいます。2008年度には新しくデータの最新化がさらに進み、貧
困の監視、貿易や金融の規制の評価、ガバナンスの評価などを行 
うユーザーに役立ちました（http://www.econ.worldbank.org/

research参照）。

世界銀行研究所

世界銀行研究所（WBI）は世銀の能力開発機関の1つです。借入国の能

世銀の品質保証グループが独立評価グループからのデータを基に示したところに
よると、2007年度中に完了した全プロジェクトのうち満足のいく開発成果を得ら
れたプロジェクトの割合は、2006年度が83％、2005年度が81％、2004年度が
77％であったのに対し、2007年度は76％でした。こうした成果の低下が顕著なの
は、アフリカ地域、ならびに保健・栄養・人口、公共セクター・ガバナンス、金融・民
間セクター開発でした。脆弱な国家も引き続き課題となっており、2004年度から
2007年度までの期間に完了したプロジェクトのうち満足のいく成果の上がったプ
ロジェクトの割合はわずか62％でした。2008年度の「Annual Report on 
Portfolio Performance（ポートフォリオ・パフォーマンスに関する年次報告書）」
（ARPP）は2009年初頭に刊行される予定です。

2007年度のARPPでは、融資全体でのパフォーマンスはやや向上しているのに対 
 

し、国別プログラムのパフォーマンスはそれよりもはるかに低く、過去10年間に実
施された国別援助評価に基づく満足度が約60％であるという明らかな不一致が指
摘されています。また、セクターレベルでの成果はプロジェクトの成果よりも低
く、特に農村開発、公共セクター・ガバナンス、民間セクター開発でそれが顕著であ
ることも明らかにされています。プログラム設計が不十分であることが、セクター
レベルでの成果を低くしている主な要因です。 

分析・助言活動の全体的な質は満足のいくものでしたが、パートナー国との対話や
結果の周知が不十分であるために、そうした活動による影響は小さいとみなされま
した。現在、借入国に対するサービス支出のうち分析・助言活動が占める割合は融
資の割合を上回っているため、世銀経営陣は分析・助言活動の効率や影響を高める
ことに力を入れる必要があります。

世銀の活動はどれだけ成果を上げたか？
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力面のニーズを特定し、そうしたニーズに対処するための学習活動を
展開します。講座や研修では、環境から金融セクターの規制まで、ある
いはインフラにおける官民パートナーシップから水資源管理や農村開
発まで、さまざまなテーマが取り上げられます。2008年度、WBIは約
570件の学習活動を実施し、3万9500人以上が参加しました。このう
ち女性が34％、アフリカからの参加者が27％を占めました。 

WBIのグローバル・プログラムで最も顕著なものとしては、ガバナ
ンスと不正対策や開発のための知識（K4D）についてのプログラムが
あります。K4Dプログラムは、国や地域がグローバルな知識経済で競
争していくための態勢が整っているかどうかを、WBIの知識評価法
（KAM）に基づいて評価するものです。2008年のKAMでは、政策担
当者が自国の競争力を高めるために注目すべき具体的な分野が特定さ
れています（http://go.worldbank.org/AW9KZWJB10参照）。
2008年度、K4Dプログラムは「Building Knowledge Economies: 
Advanced Strategies for Development（知識経済の構築：先進的
な 開 発 戦 略 ）」お よ び「Enhancing China’s Competitiveness 
through Lifelong Learning（生涯学習を通じた中国の競争力強化）」
という包括的な報告書を発表しました。 

WBIは、現在一般に公開されている中で最も包括的な国家間のガバ
ナンス指標を構築するために研究者らが10年間にわたって取り組んで
きた第7次の世界ガバナンス指標を開発経済グループと共同で発表し
ました。これらの指標は212の国と地域を対象とし、政策担当者や研究
者によって広く利用されています（http://www.govindicators.org
参照）。

WBIは、開発における最前線の問題について知識イノベーション実
現のための環境も提供しています。そうしたテーマの1つが、ディアス
ポラ・ネットワーク、すなわち途上国から移住してきた高度熟練労働
者のネットワークです。こうしたネットワークを構成する人々は、知
識を共有し、それぞれの母国における投資イニシアティブを主導する
ことによって、専門的な政治、技術、経営における世界最先端のソ
リューションと途上国との橋渡しをすることができます。WBIは、大
きな成功を収めている専門家で構成されるこうしたネットワークを特
定・育成することにより、国外に在住する借入国の優れた人材を活用
するいくつかの運営メカニズムを試験的に実施しています。アルゼン
チン、アルメニア、チリ、メキシコ、南アフリカなどでは、イノベーショ
ン・システムの分野ですでにいくつかの成果が現れています。
また、WBIは独自のインタラクティブな貿易データベース「世界貿

易指標」を発表しました。このツールは、過去から2007年現在までの
各国の貿易実績を、政策、制度、成果といったいくつもの側面と共に示
したものです（http://www.worldbank.org/wti2008参照）。

プロジェクト・ベースのトレーニングと借入国トレーニング

IEGは、世銀のキャパシティ・ビルディング文書として重要な「Using 
Training to Build Capacity for Development: An Evaluation of 
the World Bank’s Project-Based and WBI Training（開発のため
のキャパシティ・ビルディングにおける教育の活用：世界銀行のプロ
ジェクト・ベースのトレーニングとWBIトレーニングの評価）」で借入
国のトレーニング活動を評価しました。世銀の資金による借入国ト
レーニングの結果、個人の学習では前進があったものの、職場での行動
の変化や組織としての能力強化の面ではあまり影響が見られませんで
した。ここで得られた重要な教訓は、開発能力を習得するためには組
織や制度が個人の学習に資する状況になければならないという点で
す。この評価では、教育の内容が適切に策定され十分に的が絞られた
ものであることや借入国による強いコミットメントが重要であること
も明らかになりました。

グローバルなつながり

世界経済の統合が進み、国境を越えた開発課題が浮上しているのを受
けて、世界的あるいは地域的なパートナーシップが拡大しつつありま
す。このようなパートナーシップは、伝染病対策、環境保全、農業研究
の促進、知識の取得と共有、貿易の統合、国際的な人口移動問題への取
り組み、インフラ整備など、共通の関心領域における協調を促進するも
のです。世銀では、開発パートナーと協力して援助提供のコストを最
小限にすることで援助の効果を高めるための取り組みも続けていま
す。現在、世銀は194の世界的・地域的パートナーシップに参加して
おり、そうした世界的・地域的パートナーシップを支援するために
2008年度に世銀の自己資金から実行された融資は1億8700万ドル
近くに上りました。
世銀はこうした活動でドナー基金の受託機関として、資金提供者とし

て、あるいは実施機関としてなど、さまざまな役割を果たしています。

グローバル・ディベロップメント・ラーニング・ネットワーク

2000年に立ち上げられたグローバル・ディベロップメント・ラーニン
グ・ネットワーク（GDLN）は、80カ国にある120以上のラーニングセ
ンターで構成されるパートナーシップです。GDLN各センターは、世
界中で開発に携わっている人々のためにカスタマイズされた学習ソ
リューションを設計するため協力しています。GDLN各センターは、
正式なトレーニング・コース、多国間対話、対面式と遠隔学習のアプ
ローチを融合させたバーチャル会議などを提供することにより、世界
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中の個人、チーム、組織が迅速かつ費用対効果の高い方法で対話し、専
門知識を共有し、互いの経験から学ぶことを可能にしています。

GDLNは2008年度に1000件以上の学習イベントを開催し、世界
中の政府機関、民間セクター、学界、非政府組織などから約10万人が
参加しました（http:www.gdln.org参照）。

信託基金

世銀グループが管理する信託基金は、政府開発援助の重要な提供手段
となっています。2008年度末現在、世銀グループはこの信託基金で総
額263億ドル（現金169億ドル、約束手形94億ドル）を保有しており、
1021のアクティブ・ファンドを通じて管理しています。信託基金で
は、2008年度にドナーから88億ドルの現金拠出を受け（表3.2）、借
入国への67億ドルの融資を実行しました。2008年度末、信託基金の
1年間の融資実行額は IDA、IBRD、信託基金の融資実行額合計の26％
を占め、この比率は2003年度末のわずか12％から上昇しています。
信託基金は、国レベル、地域レベル、世界レベルでさまざまな開発目

標を支援しており、その活動は従来型の国別投資から、特定の世界的な

優先課題を対象とする、あるいは国際開発コミュニティの関心分野の
テーマを支援する垂直的アプローチまで及んでいます。受領者により
実施される国別投資では、2008年度の実行額の大部分は、行政・法律、
保健および社会的サービス、教育に充てられました。世界的なプログ
ラムについて見ると、融資のほとんどは、世界エイズ・結核・マラリア
対策基金、GAVI（ワクチンと予防接種のための世界同盟）、地球環境
ファシリティ、カーボン･ファイナンスなど垂直的な基金を通じて実行
されました。
信託基金ポートフォリオの急速な拡大とその管理強化の必要性を認

識し、世銀理事会は信託基金管理の枠組みを2007年10月に承認しま
した。この枠組みは、さまざまな種類の信託基金の選択において世銀
の事業ニーズに合致した妥当性と厳密性を確保するための戦略的なア
プローチを促進し、リスクの管理と抑制を強化し、新たな信託基金手数
料の仕組みを通じてなど、業務効率や持続可能性を高めることを目指
しています。この枠組みによって実施される変革や政策は、世銀の業
務政策や手順に組み込まれています。

協調融資

協調融資とは、特定の融資プロジェクトに対して、世銀の資金とは別
に、借入国以外の第三国が資金を拠出する仕組みです。2008年度は
84件の世銀プロジェクトが協調融資を通して42億9000万ドルを調
達しました。主なパートナーは、国際協力銀行（6億9000万ドル）と英
国国際開発省（5億9000万ドル）でした。こうした協調融資を最も多
く受けた3地域は、東アジア・大洋州地域（9億4000万ドル）、中東・
北アフリカ地域（8億8000万ドル）、アフリカ地域（8億7000万ドル）
でした。教育、運輸、エネルギー・鉱業の各セクターのプロジェクトが
それぞれ9億3000万ドル、7億8000万ドル、7億7000万ドルの融資
を受けました。二国間機関による協調融資の拠出は19億5000万ドル
でした。

世銀と IMFの連携強化 
世銀と国際通貨基金が互いに補完的な専門知識と比較優位性を持つ制
度を利用することで連携すれば、世銀業務の有効性を高め、重複した活
動を排除するのに役立ちます。世銀理事会は、そうした連携を強化す
るため、IMFと世銀の連携に関する外部評価委員会（「マラン報告書」）
の勧告に従い策定された連携強化のための共同管理行動計画（JMAP）
の実施を強く支持しました。理事会は、世銀と IMFの間での人事交流
促進の重要性を強調すると共に、JMAPの実施のために上層部が継続
的に支援し、その進捗状況を細かく監視するよう求めました。

表 3.2

信託基金ドナーの上位10カ国・機関｜2008年度
単位：100万ドル

ドナー 2007 2008

英国 1,190 1,075

米国 747 760

イタリア 79 749

フランス 288 736

欧州委員会（EC） 652 685

オランダ 766 677

カナダ 533 516

ドイツ 332 505

ノルウェー 209 443

日本 412 402

その他のドナー 2,126 2,215

総額 7,334 8,763

注：一部が発生主義で計上されていたこれまでの報告と異なり、拠出額は現金主義で計上。2007年度の数
値はそれに応じて改訂されている。
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